
（利⽤者登録申請書） 20  年  ⽉  ⽇

ESCOEVO利⽤約款、及び本書記載事項に同意し、本書記載の利⽤者をESCOEVOに登録します。

登録先事業所情報
会社名 貴社社判

事業所名 

住所

電話番号 アース環境サービス担当営業所名

利⽤者情報
部署名 ⽒名

メールアドレス（勤務先個⼈メールアドレスの使⽤を推奨します）

20230330版

ESCOEVO新規ユーザID発⾏申込
利⽤者登録申請書

登録先事業所にESCOEVOをご利⽤の⽅がいらっしゃいましたら、その⽅（事業所管理者※）から
システムを通じて招待頂くことができますので、ご利⽤ください。

【登録時のユーザ種類は下記のようになります】
①登録先事業所にユーザが存在しない場合は、事業所管理者※として登録されます。
②登録先事業所に事業所管理者が既に存在する場合は、登録時のユーザ種類は、事業所管理者の判断により
決定されます。
【※事業所管理者とは】
各事業所に1名以上の「事業所管理者」をご登録いただきます。「事業所管理者」は、ユーザIDの新規追
加、削除、ユーザ情報の変更、各種申請の承認、他事業所への閲覧申請、他事業所からの閲覧申請の承認、
別会社への閲覧申請（許諾書類の提出が必要）などの操作ができます。事業所に関する情報の共有範囲が適
切かどうかを判断し、多くの⽅にESCOEVOを有効にご活⽤いただけるよう、管理をお願いいたします。



 
ESCOEVO 利用約款 

 

アース環境サービス株式会社(以下「当社」という)は、ESCOEVO 利用約款(以下「本約款」という)を定め、これにより ESCOEVO を提供します。 
本約款は、ESCOEVO を利用する法人・団体(以下「お客様」という)と当社との間の ESCOEVO の利用に関わる一切の関係に適用されます。 
 
第 1 条(ESCOEVOの役割) 
ESCOEVO は、当社がインターネット回線を介し、当社が提供する総合環境衛生管理サービス契約(以下「業務委受託契約」という)に係る報告書、各種情報の報告・連絡・照会及び各種申し込み手続きを提供するサービスです。 
2.業務委受託契約に係る報告書等は、当社が ESCOEVO に閲覧可能な状態で掲載した時をもって、当社がお客様に報告したものとします。 
3.お客様が業務委受託契約に係るサービスを注文する際は、お客様は ESCOEVOにて申し込む意思を当社に通知することが出来ます。そして、当社は、お客様に当該申込みを請負う旨の通知を行い請け負うものとします。 
 
第 2 条(ESCOEVOの利用にあたり) 
ESCOEVO の利用は、(i)お客様と当社が業務委受託契約を締結期間中且つお客様が本約款を承諾した場合(ii)当社がお客様との間に必要と認めた期間且つお客様が本約款を承諾した場合に利用できるものとします。 
2.当社は、ESCOEVOの内容や本約款を変更する場合、予め変更内容及び変更日を、ESCOEVO 内に掲示することにより、お客様に通知するものとします。 
3.お客様は、前項の当社から通知した変更日をもって当該変更に異議なく同意するものとします。 
4.当社は、お客様が ESCOEVO に変更日後に最初に接続した時をもって、第 2 項の変更を承諾したものとみなします。 
5.当社は、ESCOEVOの一部又は全部のサービスを終了する際は、当該終了日の 60 日以上前に ESCOEVO に終了するサービス内容を掲示することで、当該サービスを終了できるものとします。 
6.前項により ESCOEVOの一部又は全部のサービスを終了する場合、お客様は当該終了に起因する損害を当社に対して賠償請求することはできないものとします。但し、当社の法律又は本約款の違反に基づく損害(逸失利益は ESCOEVO
の終了に起因する損害を除く)の賠償請求は妨げられないものとします。 
7.お客様と当社との業務委受託契約が一切終了した場合、お客様は ESCOEVOを業務委受託契約終了後 60 日間利用(一部限定)ができるものとします。又第 1 項(ii)の場合は、当社が利用期間をお客様に連絡するものとします。 
 
第 3 条(利用範囲) 
お客様は、ESCOEVO に掲示された資料やデータ(以下併せて「本データ等」という)は、自己の業務の衛生管理の活動に利用するものとします。但し、当社の不利益になる目的に使用してはならないものとします。 
 
第 4 条(不保証) 
当社は、ESCOEVO の品質向上に努めますが、(i)ESCOEVOが中断なく稼働すること及び(ii)ESCOEVO が提供する本データ等の完全性及び可用性については、保証を行うものではありません。 
 
第 5 条(利用登録) 
別紙の「ESCOEVO 利用者登録申請書」、又は、登録情報管理用の Web サイト（以下併せて「申請書等」という）に必要事項を記載し、当社に対し利用の申込みを行うことができます。 
2.当社は、前項の申込みにつき所定の審査を行い、その利用の諾否につきお客様に通知します。なお、ユーザ ID を申請書等記載のお客様の連絡先のいずれかに通知することをもって、当該諾否にかかる通知に代えるものとします。 
3.お客様は、遅滞なく、当社から通知されたユーザ IDを用いてパスワードの設定等を行うものとします。 
 
第 6 条(登録情報の変更) 
お客様は、登録情報の変更及び利用者の追加、利用者情報の変更を希望する際は、「申請書等」に内容を記載し、当社に変更の申込をすることができます。 
2.当社が必要と認める場合は、お客様の登録情報を変更するものとします。 
 
第 7 条(ユーザ ID及びパスワードの取り扱いについて) 
当社は、お客様の利用者毎に ESCOEVO を利用するためのユーザ IDを発行します。 
但し、6 ヶ月を超えて ESCOEVOの利用がない場合は、お客様のユーザ IDは自動的に削除されます。 
2.当社は、ESCOEVOにおいてお客様のユーザ ID及びパスワード(以下「本件 ID等」という」でなされた行為は、お客様が行ったものとみなします。 
3.お客様においては、当社が承諾したお客様の利用者のみが ESCOEVO を利用でき、当該利用者以外の者はESCOEVO を利用できません。 
 
第 8 条(管理責任者) 
お客様は、ESCOEVO 利用に関する管理責任者として、事業所管理者を事業所に 1 名以上定めるものとします。 
2.事業所管理者は善良なる管理者の注意をもって本件 ID等を管理させると共に、各利用者にも管理させるものとします。 
3.ESCOEVO のシステム運用に関する当社への連絡･確認などは、事業所管理者が行うものとします。 
4.事業所管理者は、自己の所属する事業所について、利用者の追加、登録情報変更、削除、他の事業所への情報閲覧権限付与、利用者の所属変更を行う権限を有し、登録情報管理用の ESCOEVOを操作して設定することができます。 
 
第 9 条(ESCOEVOの閲覧環境について) 
お客様は、ESCOEVO の利用のために必要なコンピュータ、ソフトウエア、通信回線等を自己の責任と費用負担で用意するものとします。 
2.ソフトウエアについては、ESCOEVO に掲載する、指定ブラウザで閲覧するものとします。 
3.本サイトを利用するために使用するコンピュータについて、お客様はソフトウエアを最新の状態に保ち、コンピュータ上で不正プログラムが動作しないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 
 
第 10 条(ESCOEVO の停止) 
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前の通知なく、ESCOEVO の全部又は一部のサービスの提供を停止できるものとします。 
(1)緊急の保守が必要になった場合 
(2)機器やネットワークシステムに事故などが生じた場合 
(3)天災地変等不可抗力により ESCOEVOの提供が困難となった場合 
(4)その他、運用上又は技術上、中断が必要と当社が判断した場合 
2.当社は、お客様が ESCOEVO 利用にあたり、次の各号のいずれかの行為をしたときは、当該行為が是正されるまで、お客様の ESCOEVOの利用を停止できるものとします。 
(1)利用申請に際して虚偽の情報の登録 
(2)本約款の規定の一に違反する行為 
(3)公序良俗に反する行為 
(4)第三者の著作権等知的財産権、そのほかの権利を侵害する行為 
(5)ESCOEVO の運営妨害、もしくは当社の信頼を毀損する行為 
(6)その他法令に違反する行為 
 
第 11 条(免責) 
当社は、第 10 条(ESCOEVOの停止)に定めた事由並びに本条各号にて定める事由のいずれかに起因してお客様に損害が生じたとしても、お客様に対し賠償の責任を負わないものとします。 
(1)ESCOEVO の設備障害又は ESCOEVO までのインターネット接続サービスの不具合等お客様の接続環境の障害 
(2)当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの ESCOEVO への侵入 
(3)善良なる管理者の注意をもってしても防御しきれない、本システム等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受 
(4)当社が定める手順・セキュリティ手段等を ESCOEVO の設備管理者が遵守しないことに起因して発生した不具合 
(5)ESCOEVO のうち、当社の製造に係らないソフトウエア(OS、ミドルウエア)及びデータベースに起因して発生した不具合 
(6)ESCOEVO のうち、当社の製造に係らないハードウエアに起因して発生した不具合 
(7)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した不具合 
(8)刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分 
(9)その他裁判所等の命令もしくは法令に基づく強制的な処分 
(10)お客様が本データ等を二次加工した事により発生した事由 
(11)その他当社の責に帰すべからざる事由 
 
第 12 条(受託契約の修正) 
お客様及び当社は、お客様が当社に業務を委託した業務委受託契約その他契約約款内にある「当社が、お客様から提供された情報を当該受託業務のためにのみ使用し、その他いかなる目的のためにもこれを使用しない」旨の条項を、

ESCOEVO を利用するお客様への業務委受託契約の向上を目的として、次のように修正することに合意するものとします。 
『お客様は、当社が業務を遂行する上で必要な情報やデータを当社に提供するものとする。当社は、当該情報やデータを業務に使用する他、お客様の名称が特定されないビッグデータとして当社の研究開発業務に使用することを、お客

様は承諾する。』 
 
第 13 条(二次加工) 
お客様は、第 3 条(利用範囲)及び第 16 条(秘密保持)を遵守することを条件として、ESCOEVOが提供するデータを二次加工(翻案、編集等を含む)できるものとします。 
2.お客様は、当社の名称を併記することを条件に、本データ等と他のデータ等を組み合わせた改変編集ができるものとします。 
 
第 14 条(権利の帰属) 
ESCOEVO にて提供する情報・データ等及び前条(二次加工)により作成されたデータ等に関する一切の権利は、当社又は本データ等の供給者に帰属します。 
2.当社は、お客様に対し ESCOEVO にて提供する情報・データを第 3 条(利用範囲)に記載の範囲で使用する非独占的でかつ再実施権のない使用権を許諾するものとします。 
 
第 15 条(外部システム利用について) 
当社は、ESCOEVO の安全な運用にあたり、当社の責任のもと外部システムを利用します。 
 
第 16 条(秘密保持) 
お客様と当社が締結している業務委受託契約その他契約約款等に準じるものとします。 
 
第 17 条(譲渡禁止) 
お客様又は当社は、相手方の承諾を文書で得ることなく、本約款上の権利の全部又は一部を他に譲渡、売買又は第三者のために担保に供してはならないものとします。 
但し、当該権利に係る営業の大部分を譲渡したときを除きます。 
 
第 18 条(利用の停止) 
お客様が ESCOEVO を利用後に、ESCOEVO の利用を希望されない場合は、「申請書等」を使用して当社に申し出るものとし、当社は、速やかに停止の対応を行うものとします。但し、利用の停止に際し、業務委受託契約に関する契

約金額の変更に連動するものではないものとします。 
2. ESCOEVO の利用の停止に際し、お客様と当社が締結している ESCOEVO に付帯する有料コンテンツの契約（以下、「コンテンツ契約」という）が存在する場合には、本約款に定めのない事項について、コンテンツ契約に従うもの

とします。 
 
第 19 条(存続条項) 
第 3 条(利用範囲)、第 4 条(不保証)、第 11 条(免責)、第 14 条(権利の帰属)、第 20 条(準拠法など)の規定は、ESCOEVO の利用終了後も 5 年間は有効に存続するものとします。 
 
第 20 条(準拠法など) 
本約款の効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。 
2.本約款にかかる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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関東工場

○○食品工業株式会社

ユーザIDを登録する会社の名称をご記入下さい。

○○県○○市○○1‐2‐3

○○営業所012‐345‐6789

品質保証部 品質管理課 環境 太郎

kankyo‐taro@maru2‐foodsinds.co.jp

記入例

申請日をご記入ください

ユーザIDを登録する事業所の名称をご記入下さい。

ユーザIDを登録する事業所の住所をご記入下さい。

申請内容についての確認に使用します。

連絡の取りやすい番号をご記入下さい。 現在の担当営業所、または、

過去担当していた営業所、

今後担当になる予定の営業所

いずれかをご記入下さい。

1枚に1名分のみご記入下さい。

複数ID必要な場合は、登録後招待できます。

社印または角印の

捺印をお願いいたします。

登録する方の所属部署をご記入下さい。 登録する方の氏名をご記入下さい。

ワンタイムパスワードの送信先や通知の送信先に使用します。メールアドレスをご記入下さい。

この用紙での登録は、通常、事業所管理者として登録されます。

事業所管理者については枠内の説明をご覧下さい。

※会社に複数の事業所がない場合など、記載できる事業所名がない場合は、

会社名をご記載下さい。


	利用者登録申請書エクセル版202004～
	★★ESCOEVO利用約款_20220712
	新しい申請書



